
第３次飯山市環境基本計画策定について
１ 計画の目的

飯山市環境基本条例に掲げられた４つの基本理念の実現に向けて、環境の保全
及び創造に関する総合的・⻑期的な目標と施策の⼤綱、環境への配慮などを定め、
現在及び将来の市⺠の健康で⽂化的な⽣活の確保に寄与することを目的とします。

資料№２

基本理念１ 環境の恵の享受と将来への世代への継承

基本理念２ 環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築

基本理念３ 地球環境保全への取り組み

基本理念４ 市、市⺠及び事業者の責務に応じた役割の実施

２ 計画の役割
環境基本計画は、「環境行政の

マスタープラン」であり、市政の
基本方針を示す「総合計画」と連
携し、環境施策を総合的かつ計画
的に推進することにより、飯山市
の望ましい環境像の実現を目指す
ものです。
市が策定する個別計画で環境に

関する事項については、この計画
を基本とするとともに、環境の保
全及び創造に関する施策や事業、
環境に影響を及ぼすおそれのある
施策や事業は、この計画との整合
を図っていくことになります。

飯山市環境基本条例における基本理念
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望ましい環境像

基本目標

個別目標

10年後に目指すべき飯山市の姿です。
（例）おいしい水やきれいな空気に満ち、“健康で安心して住み続けられるまち”にしていきます。

「望ましい環境像」実現のために掲げた目標です。
（例）基本目標１ 水や空気を⼤切にし、健康で安全な環境と暮らしを確保していきます。

「基本目標」達成のために具体的な取り組み方針を掲げたものです。
（例）個別目標1-1 水質汚濁を防ぎ、水環境の整ったきれいな河川や湖沼にしていきます。

飯山市環境基本計画の構成

３ 計画の構成
環境基本計画の構成を⼤別すると、①望ましい環境像、②基本目標、③個別目標

から構成され、「望ましい環境像」を目指すための「基本目標」、基本目標を達成
するため「個別目標」を定めるという構成の元に成り立っています。



５ 計画策定に当たっての基本的な考え方
⑴ 平成24年度に策定した第２次飯山市環境基本計画(平成24年度〜令和３年度)

の計画期間満了に伴い、これまで計画の対象としていた項目のうち、防災やま
ちづくり等、計画期間中に個別計画が策定された項目は除外し、今後10年間
の飯山市における環境行政のマスタープランとして策定する

⑵ 将来における「飯山市の望ましい環境像」とそれを達成するための「基本目
標」の継承と見直しに当たり、アンケート結果や審議会の意見を反映させ、現
在の視点で再構築

⑶ SDGｓによる施策の推進を目標と施策体系に位置付けるとともに、「⻑野
県気候非常事態宣言（2050ゼロカーボンへの決意）」を踏まえ、2050年カー
ボンニュートラルの実現に受け、市独自の具体的な施策を提示

４ 施策の基本方針
望ましい環境像を実現し、基本目標を達成していくため、次の６つの基本方針

に基づき、環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

基本方針１ 公害の防止と安全な⽣活環境の確保

基本方針２ ⽣物多様性の確保、森林・農地等の保全による
自然と人との共⽣の確保

基本方針３ 資源・エネルギーの有効利用と
循環型社会を意識したライフスタイルの形成

基本方針４ 歴史的・⽂化的環境の保全による快適環境の創造

基本方針５ 環境保全活動の促進による地球環境保全への貢献

基本方針６ 環境教育・環境学習の推進と環境情報の収集・発信

環境保全施策を推進するための基本方針

私たち市⺠は、このまちを
おいしい水やきれいな空気に満ち、
“健康で安心して住み続けられるまち”にしていきます。
多様な生き物たちと共生し、
“ふるさとの自然が守り育てられていくまち”にしていきます。
歴史の趣きと静かなたたずまいを大切にし、美しい山河に囲まれた、
“四季の変化にとけ込んだまち”にしていきます。
雪の利活⽤など自然を活かし、市⺠⼀⼈ひとりが資源を大切にする
“循環型の暮らしを実践するまち”にしていきます。
自然と遊び、自然から学び、身近な環境や地球環境問題を意識して、
“市⺠が主体的に活動していくまち”にしていきます。

飯山市の望ましい環境像

10年後の望ましい環境像
を目指すにあたり

飯山の｢豊かな自然の恵み｣を活かした
『自然エネルギー活⽤による持続可能な地域づくり』を軸に
基本目標及び個別目標達成に向けた取り組みを推進します

■飯山市の望ましい環境像 ■基本目標相互の関係

可能な限り
自然エネルギーを活⽤

飯山市の望ましい環境像

水や空気を⼤切にし、健康で安全な環境と暮
らしを確保していきます。

基本目標
１

森林・農地・河川が持つ多面的機能の保全と
活用やまちの緑化をすすめ、人も含めた⽣態
系の維持・創出を図っていきます。

基本目標
２

歴史・⽂化・景観の保全・活用と、自然と人
とのふれあいの場づくりをすすめ、まちの個
性をみがいていきます。

基本目標
３

雪の有効活用をすすめるとともに、ライフス
タイルを見直し、資源を⼤切にする循環型社
会をつくっていきます。
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４
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基本目標
５

【参考】第２次飯山市環境基本計画における「望ましい環境像」と「基本目標」



「第３次飯山市環境基本計画」策定に向けたスケジュール

第１回環境審議会【諮問・現状共有】

第２〜３回環境審議会
【論点整理・アンケート分析・意見交換・素案の検討協議】

第４回 環境審議会
第３次環境基本計画（案）の提示・協議・確定

第５回環境審議会
計画の最終案提示・答申の確認

第６回環境審議会
計画の確定・答申

計画書発⾏・市⺠への周知

審議会①

1011/0/15

審議会②③

1011/8〜10

審議会④

1011/11〜11

審議会⑤

1011/1中旬

審議会⑥
答申・策定

1011/3上旬

パブコメ反映
（必要に応じ）

素案修正

案修正

＊高校⽣専門委員会
第２回（10〜11月）

＊１月：ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施

＊高校⽣専門委員会
第１回（８〜９月）


